
○大田市生涯学習登録団体届出要綱 

令和６年１月２９日 

教育委員会告示第２号 

（目的） 

第１条 この要綱は、生涯学習活動を行う市民等が自主的に組織及び運

営を行う生涯学習団体の登録に必要な事項を定めることにより、団体

の活動を支援することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は次の通りとする。 

（１） 市民等 市内に居住する者及び市内に主たる活動拠点を有す

る団体をいう。 

（２） 生涯学習団体（以下「団体」という。） 次条第３項第１号

の要件を満たす団体をいう。 

（３） 生涯学習登録団体（以下「登録団体」という。） 次条第３

項の要件をすべて満たし、生涯学習登録団体届出名簿（以下

「届出名簿」という。）に登録された団体をいう。 

（登録の届出） 

第３条 団体の活性化及び活動の促進を図るため、届出名簿への登録を

希望する団体は、大田市生涯学習登録団体届出書（以下「届出書」と

いう。様式第１号）を教育委員会に提出することとする。 

２ 教育委員会は、前項の規定による届出書の提出があった場合は、審

査の上、団体を登録団体として届出名簿に登録することができる。 

３ 団体は、次の各号のすべてに該当する場合に、第１項の届出をする

ことができる。 

（１） 継続的に芸術文化活動、スポーツ活動、レクリエーションな

ど、自発的に楽しむ生涯学習活動を行い、宗教及び政党政治

の活動を目的としていないこと。 



（２） 構成員の過半数が市内に住所を有する者であること。 

（３） 市内に活動拠点を置いていること。 

（４） 団体の会則等を有していること。 

（５） 会費を徴収して活動しており、団体の会計が適正に処理され

ていること。 

（６） 構成員が４人以上であること。 

（登録の期間） 

第４条 登録団体の有効期間は、登録した日の属する年度の翌年度末ま

でとする。 

（登録の更新） 

第５条 登録団体は、登録有効期間満了後も引き続き登録を希望すると

きは、登録有効期間満了の１か月前までに、届出書を教育委員会に提

出することとする。 

２ 前項の届出による有効期間は、登録有効期間の満了する日の属する

年度の翌年度の４月１日から２年間とする。 

（登録の変更） 

第６条 登録団体は、登録した内容に変更が生じた場合は、できるだけ

速やかに大田市生涯学習登録団体変更届出書（様式第２号）を教育委

員会に提出することとする。 

（登録の抹消） 

第７条 教育委員会は、登録団体から大田市生涯学習登録団体抹消届出

書（様式第３号）の提出があった場合は、登録を取り消すものとす

る。 

２ 教育委員会は、登録団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、

登録を取り消すことができる。 

（１） 登録団体の活動が第３条第３項に規定する届出要件に該当し

ないと認められる場合 



（２） 登録団体が解散した場合 

（３） 虚偽の申請により登録を受けた場合 

（４） 登録団体として信用を著しく損なう行為があった場合 

（届出名簿の公開） 

第８条 登録団体が情報公開を希望した場合は、教育委員会は、届出

名簿に記載された次の各号に掲げる事項（以下「登録団体情報」とい

う。）を一般の閲覧に供することができる。 

（１） 登録団体名 

（２） 連絡先（電話番号、電子メールアドレス） 

（３） 活動内容、活動日時 

（４） 会員数、入会の資格・要件 

（５） 入会費、会費 

（６） 登録団体紹介 

（７） 登録団体ホームページ等 

２ 教育委員会は、前項各号に規定する事項のうち、第２号に規定す

る事項を除いた登録団体情報を、市又は市の指定するホームページ

に掲載することができる。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は教育

委員会が別に定める。 

附 則 

１ この告示は、令和６年２月１日から施行する。 

２ この告示の施行の日から令和６年３月３１日までの間に第３条の

規定に基づき登録された届出名簿の有効期間は、第４条の規定に関

わらず令和７年度末までとする。 


